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佐賀県森林組合法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月19日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

 佐賀県規則第１号 

   佐賀県森林組合法施行細則の一部を改正する規則 

 佐賀県森林組合法施行細則（平成23年佐賀県規則第16号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（申請、申立て、請求、届出及び報告の様式） （申請、申立て、請求、届出及び報告の様式） 

第２条 次の各号に掲げる申請、申立て、請求、届出及び報告の様

式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

第２条 次の各号に掲げる申請、申立て、請求、届出及び報告の様

式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 法第10条第１項に規定する信託規程の承認の申請 様式第

１号 

(1) 法第10条第１項（法第109条第１項において準用する場合を

含む｡）に規定する信託規程の承認の申請 様式第１号 

(2) 法第10条第３項に規定する信託規程の変更又は廃止の承認

の申請 様式第２号 

(2) 法第10条第３項（法第109条第１項において準用する場合を

含む｡）に規定する信託規程の変更又は廃止の承認の申請 様式

第２号 

(2)の２ 法第10条第４項の規定による信託規程の変更の届出 

様式第２号の２ 

(2)の２ 法第10条第４項（法第109条第１項において準用する場

合を含む｡）の規定による信託規程の変更の届出 様式第２号の

２ 

(3) 法第12条の規定により知事の権限に属する法第11条第１項

の信託組合への信託に係る申立て及び申請 次に掲げる申立て

及び申請の区分に応じそれぞれ次に定める様式 

(3) 法第12条（法第109条第１項において準用する場合を含む｡）

の規定により知事の権限に属する法第11条第１項に規定する信

託組合への信託に係る申立て及び申請 次に掲げる申立て及び

申請の区分に応じそれぞれ次に定める様式 

ア～ケ 略 ア～ケ 略 

(4) 法第19条第１項に規定する共済規程の承認の申請 様式第

12号 

(4) 法第19条第１項（法第109条第１項において準用する場合を

含む｡）に規定する共済規程の承認の申請 様式第12号 

(5) 法第19条第３項に規定する共済規程の変更又は廃止の承認

の申請 様式第13号 

(5) 法第19条第３項（法第109条第１項において準用する場合を

含む｡）に規定する共済規程の変更又は廃止の承認の申請 様式
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改正前 改正後 

第13号 

(5)の２ 法第19条第４項の規定による共済規程の変更の届出 

様式第13号の２ 

(5)の２ 法第19条第４項（法第109条第１項において準用する場

合を含む｡）の規定による共済規程の変更の届出 様式第13号の

２ 

(6) 法第24条第１項に規定する林地処分事業実施規程の承認の

申請 様式第14号 

(6) 法第24条第１項（法第109条第１項において準用する場合を

含む｡）に規定する林地処分事業実施規程の承認の申請 様式第

14号 

(7) 法第24条第３項に規定する林地処分事業実施規程の変更又

は廃止の承認の申請 様式第15号 

(7) 法第24条第３項（法第109条第１項において準用する場合を

含む｡）に規定する林地処分事業実施規程の変更又は廃止の承認

の申請 様式第15号 

(7)の２ 法第24条第４項の規定による林地処分事業実施規程の

変更の届出 様式第15号の２ 

(7)の２ 法第24条第４項（法第109条第１項において準用する場

合を含む｡）の規定による林地処分事業実施規程の変更の届出 

様式第15号の２ 

(8) 略 (8) 略 

(8)の２ 法第26条の３第１項に規定する森林経営規程の承認の

申請 様式第16号の２ 

(8)の２ 法第26条の３第１項（法第109条第１項において準用す

る場合を含む｡）に規定する森林経営規程の承認の申請 様式第

16号の２ 

(8)の３ 法第26条の３第３項に規定する森林経営規程の変更又

は廃止の承認の申請 様式第16号の３ 

(8)の３ 法第26条の３第３項（法第109条第１項において準用す

る場合を含む｡）に規定する森林経営規程の変更又は廃止の承認

の申請 様式第16号の３ 

(8)の４ 法第26条の３第４項の規定による森林経営規程の変更

の届出 様式第16号の４ 

(8)の４ 法第26条の３第４項（法第109条第１項において準用す

る場合を含む｡）の規定による森林経営規程の変更の届出 様式

第16号の４ 

(9) 法第53条第１項に規定する一時役員の職務を行うべき者の

選任若しくは役員を選挙し、若しくは選任するための総会の招

集の請求、同条第３項に規定する一時代表理事の職務を行うべ

き者の選任の請求又は第98条の６に規定する一時理事の職務を

(9) 法第53条第１項（法第109条第３項において準用する場合を

含む｡）に規定する一時役員の職務を行うべき者の選任若しくは

役員を選挙し、若しくは選任するための総会の招集の請求、法

第53条第３項（法第109条第３項において準用する場合を含む｡）



3 

改正前 改正後 

行うべき者の選任の請求 様式第17号 に規定する一時代表理事の職務を行うべき者の選任の請求又は

法第98条の６に規定する一時理事の職務を行うべき者の選任の

請求 様式第17号 

(10) 法第61条第２項（法第100条第２項において準用する場合を

含む｡）に規定する定款の変更の認可の申請 様式第18号 

(10) 法第61条第２項（法第100条第２項及び第109条第３項にお

いて準用する場合を含む｡）に規定する定款の変更の認可の申請

 様式第18号 

(11) 法第61条第４項（法第100条第２項において準用する場合を

含む｡）の規定による定款の変更の届出 様式第19号 

(11) 法第61条第４項（法第100条第２項及び第109条第３項にお

いて準用する場合を含む｡）の規定による定款の変更の届出 様

式第19号 

(12) 法第78条第１項（法第100条第３項において準用する場合を

含む｡）に規定する設立の認可の申請 様式第20号 

(12) 法第78条第１項（法第100条第３項及び第109条第４項にお

いて準用する場合を含む｡）に規定する設立の認可の申請 様式

第20号 

(13) 法第80条第２項後段（法第61条第３項（法第100条第２項に

おいて準用する場合を含む｡）、第80条第５項、第83条第３項（法

第100条第４項において準用する場合を含む｡）、第84条第３項

（法第100条第４項において準用する場合を含む｡）、第100条第

３項及び第100条の８第２項（法第100条の18及び第100条の24に

おいて準用する場合を含む｡）において準用する場合を含む｡）

の規定による認可に関する証明の請求 様式第21号 

(13) 法第80条第２項後段（法第61条第３項（法第100条第２項及

び第109条第３項において準用する場合を含む｡）、第80条第５

項（法第109条第４項において準用する場合を含む｡）、第83条

第３項（法第100条第４項において準用する場合を含む｡）、第

84条第３項（法第100条第４項、第108条の３第２項及び第109条

第５項において準用する場合を含む｡）、第88条の３第３項、第

100条第３項、第100条の８第２項（法第100条の18及び第100条

の24において準用する場合を含む｡）、第108条の２第３項、第

108条の５第３項、第108条の13第３項及び第109条第４項におい

て準用する場合を含む｡）の規定による認可に関する証明の請求

 様式第21号 

(14) 法第83条第２項（法第100条第４項において準用する場合を

含む｡）に規定する解散の決議の認可の申請 様式第22号 

(14) 法第83条第２項（法第100条第４項において準用する場合を

含む｡）又は第108条の２第２項に規定する解散の決議の認可の

申請 様式第22号 

(15) 法第83条第５項（法第100条第４項において準用する場合を (15) 法第83条第５項（法第100条第４項において準用する場合を
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改正前 改正後 

含む｡）の規定による解散の届出 様式第23号 含む｡）又は第108条の２第５項の規定による解散の届出 様式

第23号 

(16) 法第84条第２項（法第100条第４項において準用する場合を

含む｡）の規定による合併の認可の申請 様式第24号又は様式第

25号 

(16) 法第84条第２項（法第100条第４項及び第109条第５項にお

いて準用する場合を含む｡）の規定による合併の認可の申請 様

式第24号又は様式第25号 

(17) 法第84条の２第１項の合併に係る法第84条第２項の規定に

よる認可の申請 様式第26号 

(17) 法第84条の２第１項（法第109条第５項において準用する場

合を含む｡）の合併に係る法第84条第２項の規定による認可の申

請 様式第26号 

 (17)の２ 法第88条の３第２項又は第108条の５第２項の規定に

よる吸収分割の認可の申請 様式第26号の２ 

 (17)の３ 法第88条の４第１項の吸収分割に係る法第88条の３第

２項又は法第108条の６第１項の吸収分割に係る法第108条の５

第２項の規定による認可の申請 様式第26号の３ 

(18)～(19)の３ 略 (18)～(19)の３ 略 

 (19)の４ 法第108条の３第２項において準用する法第84条第２

項の規定による権利義務の承継の認可の申請 様式第28号の４ 

 (19)の５ 法第108条の13第２項の規定による新設分割の認可の

申請 様式第28号の５ 

 (19)の６ 法第108条の14第１項の新設分割に係る法第108条の13

第２項の規定による認可の申請 様式第28号の６ 

(20)・(21) 略 (20)・(21) 略 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

  森林組合法第10条第１項の承認を受けたいので、関係書類を添   森林組合法第10条第１項（同法第109条第１項において準用する
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改正前 改正後 

えて申請します。 場合を含む｡）の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １・２ 略  １・２ 略 

 ３ 信託規程について議決をした総会（総代会）の議事録の謄本

又は抄本 

 ３ 信託規程について決議をした総会（総代会）の議事録の謄本

又は抄本 

 ４ 略  ４ 略 

様式第２号（第２条関係） 様式第２号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

  森林組合法第10条第３項の承認を受けたいので、関係書類を添

えて申請します。 

  森林組合法第10条第３項（同法第109条第１項において準用する

場合を含む｡）の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 （添付書類） （添付書類） 

 １～３ 略 １～３ 略 

 ４ 変更（廃止）についての議決をした総会（総代会）の議事録

の謄本又は抄本 

４ 変更（廃止）についての決議をした総会（総代会）の議事録

の謄本又は抄本 

 ５ 略 ５ 略 

 注 略  注 略 

様式第２号の２（第２条関係） 様式第２号の２（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

  森林組合法第10条第４項の規定により、関係書類を添えて届け   森林組合法第10条第４項（同法第109条第１項において準用する
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改正前 改正後 

出ます。 場合を含む｡）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １～３ 略  １～３ 略 

 ４ 変更についての議決をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

 ４ 変更についての決議をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

 ５ 略  ５ 略 

様式第３号から様式第11号までの規定中「印」を削る。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第12号（第２条関係） 様式第12号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

  森林組合法第19条第１項の承認を受けたいので、関係書類を添

えて申請します。 

  森林組合法第19条第１項（同法第109条第１項において準用する

場合を含む｡）の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １・２ 略  １・２ 略 

３ 共済規程について議決をした総会（総代会）の議事録の謄本

又は抄本 

３ 共済規程について決議をした総会（総代会）の議事録の謄本

又は抄本 

 ４ 略  ４ 略 

様式第13号（第２条関係） 様式第13号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 
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改正前 改正後 

森林組合法第19条第３項の承認を受けたいので、関係書類を添

えて申請します。 

森林組合法第19条第３項（同法第109条第１項において準用する

場合を含む｡）の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １～３ 略  １～３ 略 

４ 変更（廃止）についての議決をした総会（総代会）の議事録

の謄本又は抄本 

４ 変更（廃止）についての決議をした総会（総代会）の議事録

の謄本又は抄本 

 ５ 略 ５ 略 

 注 略  注 略 

様式第13号の２（第２条関係） 様式第13号の２（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

森林組合法第19条第４項の規定により、関係書類を添えて届け

出ます。 

森林組合法第19条第４項（同法第109条第１項において準用する

場合を含む｡）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １～３ 略  １～３ 略 

４ 変更についての議決をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

４ 変更についての決議をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

 ５ 略  ５ 略 

様式第14号（第２条関係） 様式第14号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

森林組合法第24条第１項の承認を受けたいので、関係書類を添 森林組合法第24条第１項（同法第109条第１項において準用する
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改正前 改正後 

えて申請します。 場合を含む｡）の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １・２ 略  １・２ 略 

３ 林地処分事業実施規程について議決をした総会（総代会）の

議事録謄本又は抄本 

３ 林地処分事業実施規程について決議をした総会（総代会）の

議事録謄本又は抄本 

 ４ 略  ４ 略 

様式第15号（第２条関係） 様式第15号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

  森林組合法第24条第３項の承認を受けたいので、関係書類を添

えて申請します。 

  森林組合法第24条第３項（同法第109条第１項において準用する

場合を含む｡）の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １～３ 略  １～３ 略 

 ４ 変更（廃止）についての議決をした総会（総代会）の議事録

の謄本又は抄本 

 ４ 変更（廃止）についての決議をした総会（総代会）の議事録

の謄本又は抄本 

 ５ 略  ５ 略 

 注 略  注 略 

様式第15号の２（第２条関係） 様式第15号の２（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

森林組合法第24条第４項の規定により、関係書類を添えて届け 森林組合法第24条第４項（同法第109条第１項において準用する



9 

改正前 改正後 

出ます。 場合を含む｡）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １～３ 略  １～３ 略 

 ４ 変更についての議決をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

 ４ 変更についての決議をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

 ５ 略  ５ 略 

様式第16号（第２条関係） 様式第16号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

森林組合法第25条第１項（同法第109条第１項において準用する

同法第25条第１項）の認可を受けたいので、関係書類を添えて申

請します。 

森林組合法第25条第１項（同法第109条第１項において準用する

場合を含む｡）の認可を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

  略   略 

様式第16号の２（第２条関係） 様式第16号の２（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

森林組合法第26条の３第１項の承認を受けたいので、関係書類

を添えて申請します。 

森林組合法第26条の３第１項（同法第109条第１項において準用

する場合を含む｡）の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請

します。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １・２ 略  １・２ 略 

 ３ 森林経営規程について議決をした総会（総代会）の議事録の

謄本又は抄本 

 ３ 森林経営規程について決議をした総会（総代会）の議事録の

謄本又は抄本 
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改正前 改正後 

 ４～７ 略  ４～７ 略 

 注１ 略  注１ 略 

２ ５及び６に掲げる書類は、法第26条の２第１項に規定する

議決を経た場合に限り、添付すること。 

２ ５及び６に掲げる書類は、法第26条の２第１項に規定する

決議を経た場合に限り、添付すること。 

様式第16号の３（第２条関係） 様式第16号の３（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

森林組合法第26条の３第３項の承認を受けたいので、関係書類

を添えて申請します。 

森林組合法第26条の３第３項（同法第109条第１項において準用

する場合を含む｡）の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請

します。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １～３ 略  １～３ 略 

 ４ 変更（廃止）についての議決をした総会（総代会）の議事録

の謄本又は抄本 

 ４ 変更（廃止）についての決議をした総会（総代会）の議事録

の謄本又は抄本 

 ５～８ 略  ５～８ 略 

 注 次に掲げる書面は、それぞれ次に定める場合に限り、添付す

ること。 

 注 次に掲げる書面は、それぞれ次に定める場合に限り、添付す

ること。 

  １・２ 略   １・２ 略 

  ３ ６及び７に掲げる書面 森林経営規程の変更を行うにあた

り法第26条の２第１項に規定する議決を経た場合 

  ３ ６及び７に掲げる書面 森林経営規程の変更を行うにあた

り法第26条の２第１項に規定する決議を経た場合 

様式第16号の４（第２条関係） 様式第16号の４（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 
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改正前 改正後 

森林組合法第26条の３第４項の規定により、関係書類を添えて

届け出ます。 

森林組合法第26条の３第４項（同法第109条第１項において準用

する場合を含む｡）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １～３ 略  １～３ 略 

 ４ 変更についての議決をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

 ４ 変更についての決議をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

５ 略 ５ 略 

様式第17号（第２条関係） 様式第17号（第２条関係） 

  略   略 

組合員（利害関係人） 利害関係人      

住所         住所         

氏名      印  氏名         

  略   略 

        第53条第１項        一時役員の職務を 

  森林組合法 第53条第３項 の規定による 一時代表理事の職 

        第98条の６         一時理事の職務を 

        第53条第１項（同法第109条第３項において準用す 

  森林組合法 第53条第３項（同法第109条第３項において準用す 

        第98条の６ 

行うべき者の選任（役員の選挙・選任するための総会の招集） 

務を行うべき者の選任                  を 

行うべき者の選任 

る場合を含む｡）        一時役員の職務を行うべき者の 

る場合を含む｡） の規定による 一時代表理事の職務を行うべき 

               ｡）一時理事の職務を行うべき者の 

下記のとおり請求します。 選任（役員の選挙・選任するための総会の招集） 

者の選任                  を下記のとおり 

選任 

 請求します。 

記 記 

 １ 組合の所在地及び名称  １ 森林組合等の所在地及び名称 
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改正前 改正後 

  (1)・(2) 略   (1)・(2) 略 

 ２ 請求人と組合との関係  ２ 請求人と森林組合等との関係 

 ３・４ 略  ３・４ 略 

  （添付書類） 

 ５ その他参考となるべき事項を記載した書類 本請求に関し参考となるべき事項を記載した書類 

様式第18号（第２条関係） 様式第18号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

森林組合法第61条第２項（同法第100条第２項において準用する

同法第61条第２項）の認可を受けたいので、関係書類を添えて申

請します。 

森林組合法第61条第２項（同法第100条第２項及び第109条第３

項において準用する場合を含む｡）の認可を受けたいので、関係書

類を添えて申請します。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １～３ 略  １～３ 略 

 ４ 変更についての議決をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

 ４ 変更についての決議をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

 ５ （森林組合法（以下「法」という｡）第100条第２項において

準用する）法第66条第１項の規定により作成した財産目録及び

貸借対照表 

  

 ６ （法第100条第２項において準用する）法第66条第２項の規定

による公告及び催告（法第66条第３項の規定により各別の催告

をすることを要しない場合にあっては、公告）の手続を完了し

たことを証する書面 

 ５ 森林組合法（以下「法」という｡）第66条第２項（法第100条

第２項及び第109条第３項において準用する場合を含む｡）の規

定による公告及び催告（法第66条第３項の規定により各別の催

告をすることを要しない場合にあっては、公告）の手続を完了

したことを証する書面 

 ７・８ 略  ６・７ 略 

 注 ５から７までに掲げる書類は、出資組合の出資１口の金額を  注 ５及び６に掲げる書類は、出資組合の出資１口の金額を減少
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改正前 改正後 

減少させるための定款の変更である場合に限り、添付すること。 させるための定款の変更である場合に限り、添付すること。 

様式第19号（第２条関係） 様式第19号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

森林組合法第61条第４項（同法第100条第２項において準用する

同法第61条第４項）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

森林組合法第61条第４項（同法第100条第２項及び第109条第３

項において準用する場合を含む｡）の規定により、関係書類を添え

て届け出ます。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １～３ 略  １～３ 略 

 ４ 変更についての議決をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

 ４ 変更についての決議をした総会（総代会）の議事録の謄本又

は抄本 

 ５ 略  ５ 略 

様式第20号（第２条関係） 様式第20号（第２条関係） 

  略   略 

氏名      印  氏名         

  略   略 

森林組合法第78条第１項（同法第100条第３項において準用する

同法第78条第１項）の認可を受けたいので、関係書類を添えて届

け出ます。 

森林組合法第78条第１項（同法第100条第３項及び第109条第４

項において準用する場合を含む｡）の認可を受けたいので、関係書

類を添えて届け出ます。 

  略   略 

様式第21号（第２条関係） 様式第21号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

 略  略 
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改正前 改正後 

設立（定款変更・解散の決議・合併・組織変更）の認可に関す

る証明を請求します。 

設立（定款変更・解散の決議・合併・組織変更・吸収分割・権

利義務の承継・新設分割）の認可に関する証明を請求します。 

  略   略 

様式第22号（第２条関係） 様式第22号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

森林組合法第83条第２項（同法第100条第４項において準用する

同法第83条第２項）の認可を受けたいので、関係書類を添えて申

請します。 

森林組合法第83条第２項（同法第100条第４項において準用する

場合を含む｡）又は第108条の２第２項の認可を受けたいので、関

係書類を添えて申請します。 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １ 略  １ 略 

 ２ 組合の解散についての議決をした総会（総代会）の議事録謄

本 

 ２ 組合の解散についての決議をした総会（総代会）の議事録謄

本 

 ３ 略  ３ 略 

 ４ 森林組合法第65条の２第２項又は第４項の規定により招集さ

れた総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録の謄

本 

 ４ 森林組合法第65条の２第２項の規定により招集された総会ま

での経過を記載した書類及び当該総会の議事録の謄本 

 ５ 解散時の財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては、

財産目録） 

 ５ 出資組合にあっては、解散時の財産目録及び貸借対照表 

 ６・７ 略  ６・７ 略 

 注 １ ３に掲げる書類は、総代会において解散についての議決

をした場合に限り、添付すること。 

 注 １ ３に掲げる書類は、総代会において解散についての決議

をした場合に限り、添付すること。 

   ２ ４に掲げる書類は、森林組合法第65条の２第２項又は第

４項の規定により総会が招集された場合に限り、添付する

こと。 

２ ４に掲げる書類は、森林組合法第65条の２第２項の規定

により総会が招集された場合に限り、添付すること。 
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改正前 改正後 

様式第23号（第２条関係） 様式第23号（第２条関係） 

  略   略 

代表清算人氏名      印  代表清算人氏名         

  略   略 

森林組合法第83条第５項（同法第100条第４項において準用する

同法第83条第５項）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

森林組合法第83条第５項（同法第100条第４項において準用する

場合を含む｡）又は第108条の２第５項の規定により、関係書類を

添えて届け出ます。 

  略   略 

（添付書類） （添付書類） 

 １ 解散時の財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては、

財産目録） 

 １ 出資組合にあっては、解散時の財産目録及び貸借対照表 

 ２・３ 略  ２・３ 略 

様式第24号（第２条関係） 様式第24号（第２条関係） 

  略   略 

設立委員長氏名      印  設立委員長氏名         

  略   略 

森林組合法第84条第２項（同法第100条第４項において準用する

同法第84条第２項）の認可を受けたいので、関係書類を添えて申

請します。 

森林組合法第84条第２項（同法第100条第４項及び第109条第５

項において準用する場合を含む｡）の認可を受けたいので、関係書

類を添えて申請します。 

  略   略 

 （添付書面）  （添付書類） 

 １ 略  １ 略 

 ２ 合併についての議決をした各組合の総会（総代会）の議事録

謄本 

 ２ 合併についての決議をした各組合の総会（総代会）の議事録

謄本 

 ３ 合併契約書謄本  ３ 合併契約書謄本及び覚書謄本 
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改正前 改正後 

 ４ 合併経過を記載した書面  

 ５ （森林組合法（以下「法」という｡）第100条第４項において

準用する）法第84条第４項において準用する法第66条第１項の

規定により作成した財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあ

っては、財産目録） 

 ４ 出資組合にあっては、 終事業年度に係る貸借対照表（ 終

事業年度がない場合にあっては、合併をする組合の成立の日に

おける貸借対照表） 

 ６ （法第100条第４項において準用する）法第84条第４項におい

て準用する法第66条第２項又は第３項及び法第67条第２項に規

定する手続を経たことを証する書面 

 ５ 森林組合法（以下「法」という｡）第84条第４項（法第100条

第４項及び第109条第５項において準用する場合を含む｡）にお

いて読み替えて準用する法第66条第２項又は第３項及び第67条

第２項に規定する手続を経たことを証する書面 

 ７ 略  ６ 略 

 ８ 法第65条の２第２項又は第４項の規定により招集された総会

までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

 ７ 法第65条の２第２項の規定により招集された総会までの経過

を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

 ９ 略 ８ 略 

  ９ 合併により設立される組合の各種事業実施規程 

 10 合併により設立される組合の事業計画書 10 合併により設立される組合の事業計画書（合併及び合併後の

事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に

関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後の事業計画を内

容に含むものに限る｡） 

 11 合併により設立される組合の組合数（森林組合連合会にあっ

ては会員数）、出資の総口数及び総額を記載した書類 

 12 合併により設立される組合の役員の履歴書 

 13 合併により設立される組合の事務所の位置を記載した書類 

 11 設立委員名簿及び設立委員会議事録謄本 14 法第85条(法第100条第４項において準用する場合及び第109

条第５項において読み替えて準用する場合を含む｡）の規定によ

り選任された設立委員であることの証明書及び設立委員会議事

録謄本 
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改正前 改正後 

 12 合併により設立される組合の役員名簿及び役員選任録謄本  

 15 合併経過を記載した書面 

 13・14 略  16・17 略 

注 次に掲げる書面は、それぞれ次に定める場合に限り、添付す

ること。 

注 次に掲げる書面は、それぞれ次に定める場合に限り、添付す

ること。 

１ ６に掲げる書面 合併に係る組合が出資組合である場合   １ ５に掲げる書面 合併に係る組合が出資組合である場合 

２ ７に掲げる書面 総代会において合併についての議決をし

た場合 

２ ６に掲げる書面 総代会において合併についての決議をし

た場合 

３ ８に掲げる書面 法第65条の２第２項又は第４項の規定に

より総会が招集された場合 

３ ７に掲げる書面 法第65条の２第２項の規定により総会が

招集された場合 

様式第25号（第２条関係） 様式第25号（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

  森林組合法第84条第２項（同法第100条第４項において準用する

同法第84条第２項）の認可を受けたいので、関係書類を添えて申

請します。 

森林組合法第84条第２項（同法第100条第４項及び第109条第５

項において準用する場合を含む｡）の認可を受けたいので、関係書

類を添えて申請します。 

 （添付書面）  （添付書類） 

 １ 略  １ 略 

 ２ 合併についての議決をした各組合の総会（総代会）の議事録

謄本 

 ２ 合併についての決議をした各組合の総会（総代会）の議事録

謄本 

 ３ 合併契約書謄本  ３ 合併契約書謄本及び覚書謄本 

 ４ 合併経過を記載した書面  
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改正前 改正後 

５ （森林組合法（以下「法」という｡）第100条第４項において

準用する）法第84条第４項において準用する法第66条第１項の

規定により作成した財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあ

っては、財産目録） 

 ４ 出資組合にあっては、 終事業年度に係る貸借対照表（ 終

事業年度がない場合にあっては合併をする組合の成立の日にお

ける貸借対照表） 

６ （法第100条第４項において準用する）法第84条第４項におい

て準用する法第66条第２項又は第３項及び法第67条第２項に規

定する手続を経たことを証する書面 

 ５ 森林組合法（以下「法」という｡）第84条第４項（法第100条

第４項及び第109条第５項において準用する場合を含む｡）にお

いて読み替えて準用する法第66条第２項又は第３項及び第67条

第２項に規定する手続を経たことを証する書面 

 ７ 略  ６ 略 

 ８ 法第65条の２第２項又は第４項の規定により招集された総会

までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

７ 法第65条の２第２項の規定により招集された総会までの経過

を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

 ９ 略 ８ 略 

 ９ 合併後存続する組合の各種事業実施規程 

 10 合併後存続する組合の事業計画書  10 合併後存続する組合の事業計画書（合併及び合併後の事業経

営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する

事項並びに合併の日を含む事業年度以後の事業計画を内容に含

むものに限る｡） 

  11 合併後存続する組合の組合員数（森林組合連合会にあっては

会員数）、出資の総口数及び総額を記載した書類 

  12 合併後存続する組合の役員の履歴書 

  13 合併後存続する組合の事務所の位置を記載した書類 

  14 合併経過を記載した書面 

11・12 略  15・16 略 

注 次に掲げる書面は、それぞれ次に定める場合に限り、添付す

ること。 

注 次に掲げる書面は、それぞれ次に定める場合に限り、添付す

ること。 

１ ６に掲げる書面 合併に係る組合が出資組合である場合 １ ５に掲げる書面 合併に係る組合が出資組合である場合 
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改正前 改正後 

２ ７に掲げる書面 総代会において合併についての議決をし

た場合 

２ ６に掲げる書面 総代会において合併についての決議をし

た場合 

３ ８に掲げる書面 法第65条の２第２項又は第４項の規定に

より総会が招集された場合 

３ ７に掲げる書面 法第65条の２第２項の規定により総会が

招集された場合 

様式第26号（第２条関係） 様式第26号（第２条関係） 

  （法第84条の２に定める簡易合併の場合） （法第84条の２（法第109条第５項において準用する場合を含

む｡）に定める簡易合併の場合） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

  森林組合法第84条第２項の認可を受けたいので、関係書類を添

えて申請します。 

  森林組合法第84条第２項（同法第109条第５項において準用する

場合を含む｡）の認可を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 （添付書面）  （添付書類） 

 １ 略  １ 略 

 ２ 合併によって消滅する出資組合が合併についての議決をした

総会（総代会）の議事録謄本 

 ２ 合併によって消滅する組合が合併についての決議をした総会

（総代会）の議事録謄本 

 ３ 合併後存続する出資組合が合併についての議決をした理事会

の議事録謄本 

 ３ 合併後存続する組合が合併の方針を決議した理事会の議事録

謄本 

 ４ 合併契約書謄本  ４ 合併契約書謄本及び覚書謄本 

 ５ 合併経過を記載した書面  

 ６ 森林組合法（以下「法」という｡）第84条第４項において準用

する法第66条第１項の規定により作成した財産目録及び貸借対

照表 

５ 終事業年度に係る貸借対照表（ 終事業年度がない場合に

あっては合併をする組合の成立の日における貸借対照表） 
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改正前 改正後 

 ７ 法第84条第４項において準用する法第66条第２項又は第３項

及び法第67条第２項に規定する手続を経たことを証する書面 

６ 森林組合法（以下「法」という｡）第84条第４項（法第109条

第５項において準用する場合を含む｡）において準用する法第66

条第２項又は第３項及び第67条第２項に規定する手続を経たこ

とを証する書面 

 ８ 略  ７ 略 

９ 法第65条の２第２項又は第４項の規定により招集された総会

までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

８ 法第65条の２第２項の規定により招集された総会までの経過

を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

10 略  ９ 略 

  10 合併後存続する組合の各種事業実施規程 

 11 合併後存続する組合の事業計画書  11 合併後存続する組合の事業計画書（合併及び合併後の事業経

営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する

事項並びに合併の日を含む事業年度以後の事業計画を内容に含

むものに限る｡） 

  12 合併後存続する組合の組合員数（森林組合連合会にあっては

会員数）、出資の総口数及び総額を記載した書類 

  13 合併後存続する組合の役員の履歴書 

  14 合併後存続する組合の事務所の位置を記載した書類 

 15 合併経過を記載した書面 

 12 合併により消滅する出資組合の総組合員（准組合員を除く。

以下同じ｡）の数が合併後存続する出資組合の総組合員の数の５

分の１（これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定め

た場合にあっては、その割合）を越えていないことを証する書

面及び合併により消滅する出資組合の 終の貸借対照表により

現存する資産の額が、合併後存続する出資組合の 終の貸借対

照表により現存する資産の額の５分の１（これを下回る割合を

合併後存続する組合の定款で定めた場合にあっては、その割合）

 16 合併により消滅する組合の総組合員（准組合員を除く。以下

同じ｡）の数が合併後存続する組合の総組合員の数の５分の１

（これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合

にあっては、その割合）を超えていないことを証する書面及び

合併により消滅する組合の 終の貸借対照表により現存する資

産の額が、合併後存続する組合の 終の貸借対照表により現存

する資産の額の５分の１（これを下回る割合を合併後存続する

組合の定款で定めた場合にあっては、その割合）を超えていな
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改正前 改正後 

を越えていないことを証する書面 いことを証する書面 

13 法第84条の２第３項に規定する手続を経たことを証する書面  

14 合併後存続する出資組合の総組合員の６分の１以上の組合員

（准組合員を除く｡）が合併に反対の意思の通知を行っていない

ことを証する書類 

17 合併後存続する組合の組合員（准組合員を除く｡この項におい

て同じ｡）の総数の６分の１以上の組合員が合併に反対の意思の

通知を行っていないことを証する書面 

 15・16 略  18・19 略 

 注 １ ８に掲げる書面は合併によって消滅する出資組合が総代

会において合併についての議決をした場合に限り、添付す

ること。 

 注 １ ７に掲げる書面は合併によって消滅する組合が総代会に

おいて合併についての決議をした場合に限り、添付するこ

と。 

   ２ ９に掲げる書面は法第65条の２第２項又は第４項の規定

により総会が招集された場合に限り、添付すること。 

   ２ ８に掲げる書面は法第65条の２第２項の規定により総会

が招集された場合に限り、添付すること。 

 様式第26号の次に次の２様式を加える。 
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様式第26号の２（第２条関係） 

 

年  月  日 

  佐賀県知事 様 

 

吸収分割承継組合等 所在地            

          名称             

          代表理事氏名         

 

吸収分割組合等   所在地            

          名称             

          代表理事氏名         

 

 

吸収分割認可申請書 

 

  森林組合法第88条の３第２項又は第108条の５第２項の認可を受けたいので、関係書類

を添えて申請します。 

 

 （添付書類） 

 １ 理由書 

 ２ 吸収分割についての決議をした総会（総代会）の議事録謄本 

 ３ 吸収分割契約書謄本 

 ４ 終事業年度に係る貸借対照表（ 終事業年度がない場合にあっては、吸収分割組合

等及び吸収分割承継組合等の成立の日における貸借対照表） 

 ５ 森林組合法（以下「法」という｡）第88条の５第１項又は第108条の７において読み替

えて準用する法第66条第２項又は第３項及び第67条第２項に規定する手続を経たこと

を証する書面 

 ６ 総代会において吸収分割を決議した森林組合にあっては、法第88条の５第１項におい

て準用する法第65条の２第１項の規定による通知の状況を記載した書類 

 ７ 法第88条の５第１項において準用する法第65条の２第２項の規定に基づく総会の招

集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

 ８ 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の定款（役員選挙（選任）規程等の定款附属

書を含む｡） 

 ９ 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の各種事業実施規程 

 10 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の事業計画書（吸収分割並びに吸収分割承継

組合等及び吸収分割後の吸収分割組合等の事業経営についての基本方針に関する事項

並びに吸収分割の日を含む事業年度以後の事業計画を内容に含むものに限る｡） 

 11 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の組合員数（連合会にあっては会員数）、出

資の総口数及び総額を記載した書類 

 12 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の役員の履歴書 

 13 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の事務所の位置を記載した書類 

 14 吸収分割の経過を記載した書面 

 15 森林組合法施行規則第99条の２及び第99条の３に掲げる書類（既に添付しているもの

は除く｡） 

 16 その他参考となるべき事項を記載した書類  
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様式第26号の３（第２条関係） 

  （法第88条の４第１項又は法第108条の６第１項に定める吸収分割の手続を行う森林組

合等を含む場合） 

 

年  月  日 

  佐賀県知事 様 

 

吸収分割承継組合等 所在地            

          名称             

          代表理事氏名         

 

吸収分割組合等   所在地            

          名称             

          代表理事氏名         

 

 

吸収分割認可申請書 

 

  森林組合法第88条の３第２項又は第108条の５第２項の認可を受けたいので、関係書類

を添えて申請します。 

 

 （添付書類） 

 １ 理由書 

 ２ 総会（総代会）において吸収分割についての決議をした森林組合等にあっては、総会

（総代会）の議事録謄本 

 ３ 吸収分割の方針を決議した理事会の議事録謄本 

 ４ 吸収分割契約書謄本 

 ５ 終事業年度に係る貸借対照表（ 終事業年度がない場合にあっては、吸収分割組合

等及び吸収分割承継組合等の成立の日における貸借対照表） 

 ６ 森林組合法（以下「法」という｡）第88条の５第１項又は第108条の７において読み替

えて準用する法第66条第２項又は第３項及び第67条第２項に規定する手続を経たこと

を証する書面 

 ７ 総代会において吸収分割を決議した森林組合にあっては、法第88条の５第１項におい

て準用する法第65条の２第１項の規定による通知の状況を記載した書類 

 ８ 法第88条の５第１項において準用する法第65条の２第２項の規定に基づく総会の招

集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

 ９ 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の定款（役員選挙（選任）規程等の定款附属

書を含む｡） 

 10 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の各種事業実施規程 

 11 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の事業計画書（吸収分割並びに吸収分割承継

組合等及び吸収分割後の吸収分割組合等の事業経営についての基本方針に関する事項

並びに吸収分割の日を含む事業年度以後の事業計画を内容に含むものに限る｡） 

 12 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の組合員数（連合会にあっては会員数）、出

資の総口数及び総額を記載した書類 

 13 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の役員の履歴書 

 14 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の事務所の位置を記載した書類 
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 15 吸収分割の経過を記載した書面 

 16 吸収分割組合等が吸収分割によって吸収分割承継組合等に承継させる資産の帳簿価

額の合計額が吸収分割組合等の 終の貸借対照表により現存する資産の額の５分の１

（これを下回る割合を吸収分割組合等の定款で定めた場合にあっては、その割合）を超

えていないことを証する書面又は吸収分割承継組合等が吸収分割に際して吸収分割組

合等に対して交付する吸収分割承継組合等に対する出資の口数にその一口当たりの純

資産額を乗じて得た額が吸収分割承継組合等の 終の貸借対照表により現存する資産

の額の５分の１（これを下回る割合を吸収分割承継組合等の定款で定めた場合にあって

は、その割合）を超えていないことを証する書面 

 17 吸収分割組合等及び吸収分割承継組合等の総組合員（准組合員を除く｡）又は総会員

（准会員を除く｡）の６分の１以上の正組合員又は正会員が、吸収分割に反対の意思の

通知を行っていないことを証する書面 

18 森林組合法施行規則第99条の２及び第99条の３に掲げる書類（既に添付しているもの

は除く｡） 

 19 その他参考となるべき事項を記載した書類  
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 様式第27号中「印」を削る。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

 改正前 改正後 

様式第28号（第２条関係） 様式第28号（第２条関係） 

  略   略 

清算人代表氏名      印  清算人代表氏名         

  略   略 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １ 財産目録及び貸借対照表（非出資生産森林組合にあっては、

財産目録） 

 １ 出資生産森林組合にあっては、財産目録及び貸借対照表 

 ２・３ 略  ２・３ 略 

様式第28号の２（第２条関係） 様式第28号の２（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １・２ 略  １・２ 略 

 ３ 組織変更について議決をした総会の議事録の謄本又は抄本  ３ 組織変更について決議をした総会の議事録の謄本又は抄本 

 ４～６ 略  ４～６ 略 

様式第28号の３（第２条関係） 様式第28号の３（第２条関係） 

  略   略 

代表者氏名      印  代表者氏名         

  略   略 

 （添付書類）  （添付書類） 

 １・２ 略  １・２ 略 

 ３ 組織変更について議決をした総会の議事録の謄本又は抄本  ３ 組織変更について決議をした総会の議事録の謄本又は抄本 
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 改正前 改正後 

４～６ 略 ４～６ 略 

 様式第28号の３の次に次の３様式を加える。 



27 

様式第28号の４（第２条関係） 

 

年  月  日 

  佐賀県知事 様 

 

包括承継する森林組合等 所在地            

          名称             

          代表理事氏名         

 

消滅する連合会     所在地            

          名称             

          代表理事氏名         

 

 

権利義務包括承継認可申請書 

 

  森林組合法第108条の３第２項において準用する法第84条第２項の認可を受けたいので、

関係書類を添えて申請します。 

 

 （添付書類） 

 １ 理由書 

 ２ 権利義務の承継についての決議をした各森林組合等の総会（総代会）の議事録謄本 

 ３ 権利義務包括承継契約書謄本及び覚書謄本 

 ４ 出資組合にあっては、 終事業年度に係る貸借対照表（ 終事業年度がない場合にあ

っては、包括承継する組合の成立の日における貸借対照表） 

 ５ 森林組合法（以下「法」という｡）第108条の３第２項において準用する法第84条第４

項において読み替えて準用する法第66条第２項又は第３項及び第67条第２項に規定す

る手続を経たことを証する書面 

 ６ 法第108条の３第２項において準用する法第65条の２第１項の規定による通知の状況

を記載した書類 

 ７ 法第108条の３第２項において準用する法第65条の２第２項の規定により招集された

総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

 ８ 包括承継する森林組合等の定款（役員選挙（選任）規程等の定款附属書を含む｡） 

 ９ 包括承継する森林組合等の各種事業実施規程 

 10 包括承継する森林組合等の事業計画書（権利義務の承継及び権利義務の承継後の事業

経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに権利義務の

承継の日を含む事業年度以後の事業計画を内容に含むものに限る｡） 

 11 包括承継する森林組合等の組合員数（森林組合連合会にあっては会員数）、出資の総

口数及び総額を記載した書類 

 12 包括承継する森林組合等の役員の履歴書 

 13 包括承継する森林組合等の事務所の位置を記載した書類 

 14 権利義務の承継の経過を記載した書面 

 15 連合会の会員が１人になった年月日を記載した書類 

 16 法第108条の３第１項各号のいずれにも該当しないことを証する書類 

 17 森林組合法施行規則第99条第１項に規定する書類（既に添付しているものは除く｡） 

 18 その他参考となるべき事項を記載した書類  
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様式第28号の５（第２条関係） 

 

年  月  日 

  佐賀県知事 様 

 

設立委員 住所            

                   代表者氏名         

 

 

新設分割認可申請書 

 

  森林組合法第108条の13第２項の認可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 新設分割設立連合会の住所及び名称 

 ２ 新設分割組合等の住所及び名称 

 

（添付書類） 

１ 理由書 

２ 新設分割についての決議をした総会（総代会）の議事録謄本 

３ 新設分割計画書謄本 

４ 終事業年度に係る貸借対照表（ 終事業年度がない場合にあっては、新設分割組合

等の成立の日における貸借対照表） 

 ５ 森林組合法（以下「法」という｡）第108条の15において読み替えて準用する法第66条

第２項又は第３項及び第67条第２項に規定する手続を経たことを証する書面 

 ６ 総代会において新設分割を決議した森林組合にあっては、法第108条の15において準

用する法第65条の２第１項の規定による通知の状況を記載した書類 

 ７ 法第108条の15において準用する法第65条の２第２項の規定に基づく総会の招集があ

った場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

 ８ 新設分割設立連合会の定款（役員選挙（選任）規程等の定款附属書を含む｡） 

 ９ 新設分割設立連合会の各種事業実施規程 

 10 新設分割設立連合会の事業計画書（新設分割並びに新設分割設立連合会及び新設分割

後の新設分割組合等の事業経営についての基本方針に関する事項並びに新設分割の日

を含む事業年度以後の事業計画を内容に含むものに限る｡） 

 11 新設分割設立連合会の会員数、出資の総口数及び総額を記載した書類 

 12 新設分割設立連合会の役員の履歴書 

 13 新設分割設立連合会の事務所の位置を記載した書類 

 14 法第108条の15において読み替えて準用する法第85条の規定により選任された設立委

員であることの証明書及び設立委員会の議事録謄本 

 15 新設分割の経過を記載した書面 

 16 森林組合法施行規則第99条の４に掲げる書類（既に添付しているものは除く｡） 

17 その他参考となるべき事項を記載した書類 
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様式第28号の６（第２条関係） 

  （法第108条の14第１項に定める新設分割の手続を行う森林組合等を含む場合） 

 

年  月  日 

  佐賀県知事 様 

 

設立委員 住所            

                   代表者氏名         

 

 

新設分割認可申請書 

 

  森林組合法第108条の13第２項の認可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 新設分割設立連合会の住所及び名称 

 ２ 新設分割組合等の住所及び名称 

 

（添付書類） 

１ 理由書 

２ 総会（総代会）において新設分割についての決議をした森林組合等にあっては、総会

（総代会）の議事録謄本 

３ 新設分割の方針を決議した理事会の議事録謄本 

４ 新設分割計画書謄本 

５ 終事業年度に係る貸借対照表（ 終事業年度がない場合にあっては、新設分割組合

等の成立の日における貸借対照表） 

 ６ 森林組合法（以下「法」という｡）第108条の15において読み替えて準用する法第66条

第２項又は第３項及び第67条第２項に規定する手続を経たことを証する書面 

 ７ 総代会において新設分割を決議した森林組合にあっては、法第108条の15において準

用する法第65条の２第１項の規定による通知の状況を記載した書類 

 ８ 法第108条の15において準用する法第65条の２第２項の規定に基づく総会の招集があ

った場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録謄本 

 ９ 新設分割設立連合会の定款（役員選挙（選任）規程等の定款附属書を含む｡） 

 10 新設分割設立連合会の各種事業実施規程 

 11 新設分割設立連合会の事業計画書（新設分割並びに新設分割設立連合会及び新設分割

後の新設分割組合等の事業経営についての基本方針に関する事項並びに新設分割の日

を含む事業年度以後の事業計画を内容に含むものに限る｡） 

 12 新設分割設立連合会の会員数、出資の総口数及び総額を記載した書類 

 13 新設分割設立連合会の役員の履歴書 

 14 新設分割設立連合会の事務所の位置を記載した書類 

 15 法第108条の15において読み替えて準用する法第85条の規定により選任された設立委

員であることの証明書及び設立委員会の議事録謄本 

16 新設分割の経過を記載した書面 

 17 新設分割によって新設分割設立連合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設

分割組合等の 終の貸借対照表により現存する資産の額の５分の１（これを下回る割合



30 

を新設分割組合等の定款で定めた場合にあっては、その割合）を超えていないことを証

する書面 

 18 新設分割組合等の総組合員（准組合員を除く｡）又は総会員（准会員を除く｡）の６分

の１以上の正組合員又は正会員が、新設分割に反対の意思の通知を行っていないことを

証する書面 

19 森林組合法施行規則第99条の４に掲げる書類（既に添付しているものは除く｡） 

 20 その他参考となるべき事項を記載した書類  
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 様式第29号中「印」を削る。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第30号（第２条関係） 様式第30号（第２条関係） 

  略   略 

氏名      印  氏名         

  略   略 

森林組合法第115条第１項（同条第２項において準用する同条第

１項）の規定により、総会（総代会）の議決（選挙・当選）の取

消しを請求します。 

森林組合法第115条第１項（同条第２項において準用する場合を

含む｡）の規定により、総会（総代会）の決議（選挙・当選）の取

消しを請求します。 

 略  略 

附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 


